
  

■いじめ事象が生起した時の茨木市における対応について（フローチャート） 

 

 「いじめ対応マニュアル」や「いじめ対応プログラムⅠ、Ⅱ」、「問題 

行動への対応チャート」（大阪府教育委員会作成）に基づいて対応 

       本市教育委員会へ報告 

                                ①電話連絡 

  ②いじめ対応報告書 

 

いじめ緊急対策会議①～状況把握～ 

＜役割分担・複数対応＞        

・関係児童生徒から聞き取り 

・被害の児童生徒には状況に応じた対応 

・周囲の児童生徒から聞き取り 

いじめ緊急対策会議②～対応～  

いじめ防止対策委員会を中心に、校内体制を整え、 

対応方針を確立し、迅速かつ丁寧な対応を行う。 

・個別指導（加害・被害） ・関係者への指導 

・学年全体への指導    ・保護者への対応 

 

いじめ緊急対策会議③～事後指導～  

・被害・加害児童生徒への継続的な支援及び指導 

・保護者への丁寧な対応と継続的な支援 

・原因と背景の分析から、事象の教訓化と再発防止に向けた取組み 

 

 

 

 

 

 

 

■いじめの防止等に向けた本市教育委員会の恒常的取組み  

  

 

 

 

 

 

 

学校の対応 

 

 

いじめ事象の発覚 

 

本市教育委員会の対応 

・課題解決に向けての助言や支援 

・SOS（弁護士、臨床心理士、 

社会福祉士等）の派遣、連携 

・「学校体制支援チーム」（大阪府 

教育委員会）の要請 

・事案に応じて、市長への報告 

など 

【関係外部機関】 

・所轄警察署、少年サポートセンター 

・吹田子ども家庭センター など 

スクールカウンセラー 

スクールソーシャルワーカー 

市長の対応 （重大事態が発生した時）  

・本市教育委員会の報告を受け、必要な措置を講ずる。 

・調査結果とは別に、再調査が必要な場合には、臨時に再調査機関を設置。 

・再調査結果を被害児童生徒及びその保護者に適切に提供し、議会に報告。 

＜組織対応＞ 

・正確な状況把握と整理 

・管理職・生徒指導コラボレーター 

を中心とした情報の共有化 

＜成長を促す指導＞ 

・学年全体の問題として 

・経過観察、継続指導 

・集団づくり 

○学校間及び学校と外部関係機関との連携体制の充実 

・生徒指導コラボレーター研修、生徒指導主事等定例会など 

○児童生徒の自主的に取り組む活動への支援 

・生徒会交流会の実施、支援 

・いじめ予防リーフレットやいじめ撲滅テーマソング 

の活用によるいじめの未然防止に向けた啓発 

○児童生徒の行動や言動、人間関係の把握及び 

サインを見逃さない教職員の資質の向上 

・教育相談担当者会 

・いじめ不登校シンポジウムの開催  

○保幼小中連携の推進 

 ・子ども観、指導観の共有 

 ・中学校ブロックの取組みの支援 
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